
 

安全・安心な地域交流のために ！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域住民の交流の拠点となる小規模集会所などの、バリアフリー改修に要する費用を助成します。 

各区長など、地域の代表者による申請をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《申請・問合せ》役場総合福祉課  ℡35-5373 

■助成金額  総工費の 3 分の 2(上限 66 万 6 千円) 

 

■対象工事  玄関などの段差解消、便座式トイレへの改修 

階段などの手すり設置など 

 

※工事着手後の申請はできません。必ず工事着手前に申請してください。

又、国県等から他の補助金を受けて実施する事業は、対象となりません。 


